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第１ 要綱の目的  

この要綱は、東京都（以下「都」という。）が、「低炭素」・「快適性」・「防災力」の

３つを同時に実現するスマートエネルギー都市を目指し、家庭部門における水素を活用した

スマートエネルギーエリアの形成を推進するために行う「水素を活用したスマートエネルギ

ーエリア形成推進事業（家庭部門）」（以下「本事業」という。）の実施に関する基本的な

事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 本事業の概要 

１ 都は、都内の家庭において家庭用燃料電池を設置する者に対し、当該家庭用燃料電池の設

置に係る経費の一部を助成する。 

２ 都は、１による助成を受けた者に対し、当該助成を受けて家庭用燃料電池を設置した住宅

におけるエネルギー利用の効率化及び最適化に努めるよう求める。 

 

第３ 用語  

 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。  

 １ 家庭用燃料電池 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、電気及び熱を住宅に

供給することを主目的としたシステム 

 ２ ＰＥＦＣ 固体高分子形燃料電池を活用する家庭用燃料電池 

 ３ ＳＯＦＣ 固体酸化物形燃料電池を活用する家庭用燃料電池 

 

第４ 本事業の具体的な内容  

１ 家庭用燃料電池の設置に係る経費の助成 

都は、次のとおり家庭用燃料電池の設置に係る経費の助成を行う。  

（１）助成対象者 

助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次のとおりとし、別に定

める要件を満たすものとする。ただし、国及び地方公共団体を除く。 

ア （３）に規定する助成対象事業を実施する者（以下「実施事業者」という。）であっ

て、（２）に規定する助成対象機器を所有する者 

イ 実施事業者に対し、自らが所有する（２）に規定する助成対象機器を貸与する者（実

施事業者と共同で助成金の交付に係る申請を行う場合に限る。） 



（２）助成対象機器 

助成金の交付対象となる家庭用燃料電池（以下「助成対象機器」という。）は、次の要件

を満たすものとする。 

ア 未使用品であること。 

イ アに定めるもののほか、別に定める要件を満たすものであること。 

（３）助成対象事業 

 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、東京都内の住宅に助

成対象機器を新規に設置する事業であって、助成対象機器の種類に応じ、次の要件を満たす

ものとする。 

ア ＰＥＦＣ  令和２年４月１日から令和６年９月30日までの間に助成対象機器を設置す

ること。 

イ ＳＯＦＣ 令和２年４月１日から令和７年９月30日までの間に助成対象機器を設置す

ること。 

（４）助成対象経費 

助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業の実

施に要する経費のうち、助成対象機器の機器費（設備機器の購入に要する経費をいう。）

とする。 

（５）助成金額 

助成金の交付額は、助成対象経費の５分の１の額とし、助成対象機器１台当たりの上限

額は、助成対象機器の種類に応じ、次のとおりとする。 

ア ＰＥＦＣ 

助成対象機器を設置する住宅が一戸建ての住宅である場合にあっては70,000円、集合

住宅である場合にあっては120,000円とする。 

イ ＳＯＦＣ（発電出力が７００Ｗのもの） 

助成対象機器を設置する住宅が一戸建ての住宅である場合にあっては100,000円、集合

住宅である場合にあっては150,000円とする。 

ウ ＳＯＦＣ（発電出力が４００Ｗのもの） 

助成対象機器を設置する住宅が一戸建ての住宅である場合にあっては70,000円、集合

住宅である場合にあっては120,000円とする。 

２ 助成対象者による報告等 

（１）報告 

助成対象者は、助成対象機器を設置した住宅における助成対象機器の設置前１年間及び設

置後２年間のエネルギー使用の状況に係る情報について、都から提供を求められたときは、

提供に応じるものとする。 

（２）普及啓発 

  助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、

出えん等の比率が50％を超える法人に該当するものは、都の求めに応じ、都民等に対して水



素エネルギーに関する普及啓発を行うものとする。 

 

第５ 本事業の実施体制  

 都は、次のとおり本事業を実施する。  

１ 都は、公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）に対し、第４ １による助

成金の原資として出えんを行うものとする。 

２ 公社は、１による出えん金を基に基金を造成し、都と公社とで別途締結する出えん契約に

基づき、基金を適正に管理するものとする。  

３ 都は、１による出えん金のほか、公社に対し、第４による助成金の交付を行う事務を委託

し、当該事務の執行に要する費用については、都の予算の範囲内において、委託料として公

社に支払うものとする。 

 

第６ 本事業の実施期間  

１ 第４ １による助成金の交付申請の募集は、助成対象機器の種類に応じ、次のとおりとす

る。 

（１）ＰＥＦＣ 

   令和２年度から令和４年度まで行う。 

（２）ＳＯＦＣ 

令和２年度から令和５年度まで行う。 

２ 第４ １による助成金の交付は、助成対象機器の種類に応じ、次のとおりとする。 

（１）ＰＥＦＣ 

令和２年度から令和６年度まで行う。 

（２）ＳＯＦＣ 

令和２年度から令和７年度まで行う。 

 

第７ その他必要な事項  

 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、東京都知事が別に定

める。 

 

   附 則（令和２年３月 25 日付 31環地次第 635 号） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年３月 18 日付３環地次第 754 号） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


